
マイナンバーカードが

健康保険証として利用できるようになりました！

10月20日から専用のカードリーダーが

設置された医療機関・薬局で、マイナン

バーカードが保険証として利用できるよう

になりました。
これにより転職や引越しの際に保険証の切り

替えを待たずに病院の受診ができたり、医療機

関への提出書類が減ったりするなど、医療を受

けるときの利便性が向上します。

※国保に加入・やめる時は、引き続き、

窓口への届け出が必要です。

※利用開始時期は医療機関・薬局

によって異なります。

利用できる医療機関・薬局かどうか

事前に確認してください。

※マイナンバーカードの利用法の

ひとつとして追加されるもので、

これまでの保険証が使えなくなる

わけではありません。

※利用できる医療機関・薬局については、

厚生労働省ホームページで案内しています。

（順次、案内は更新されています。）
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厚生労働省ホームページ

「マイナンバーカードの保険証利用について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナポータル特設ページ

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
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